
目

次

告

示

○
公
共
測
量
の
終
了
（
監

理

課
）
…
⟊

○
道
路
の
区
域
の
変
更
（
道

路

課
）
…
⟊

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
⟋

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
⟋

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可
（

同

）
…
⟋

○
道
路
の
位
置
の
指
定
（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
⟌

人
事
委
員
会

○
労
働
基
準
法
別
表
第
一
の
号
別
区
分
の
一
部
改
正
（
職

員

課
）
…
⟌

雑

報

○
平
成
三
十
一
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
（
保
健
衛
生
課
）
…
⟌

正

誤

○
平
成
三
十
年
四
月
二
十
五
日
号
外
第
四
十
五
号
告
示
中
（
港
湾
空
港
課
）
…
⟍

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
青
森
河
川
国
道
事
務
所

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
、
三
級
水
準
測
量
）

三

測
量
の
期
間

平
成
三
十
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
七
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

五
所
川
原
市
大
字
小
曲
字
枝
村
～
つ
が
る
市
木
造
越
水

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
五
月
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第4585号平成31年４月３日 水曜日

第
四
千
五
百
八
十
五
号

平
成
三
十
一
年

四
月
三
日

（
水
曜
日
）

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

国

道

二
八
〇
号

青
森
市
大
字
飛
鳥
字
塩
越
九
三
の
二
か
ら

青
森
市
大
字
飛
鳥
字
岸
田
四
六
の
二
ま
で

前

七
・
六
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
二
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

後

七
・
六
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
二
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

２

県

道

苫
米
地
兎
内

線

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
町
中
一
九
の
六
か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
後
小
路
一
八
の
五
ま
で

前

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
町
中
一
九
の
六
か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
後
小
路
一
八
の
五
ま
で

後

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
町
中
一
五
の
四
か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
後
小
路
一
八
の
一
ま
で

一
〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
六
・
二
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
九
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考



公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

青
森
環
境
開
発
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

高
森
公
嗣

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
古
川
三
丁
目
二
二
の
三

二
階

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
一
〇
〇
四
七
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
年
五
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
浦

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
三
日

西
北
地
域
県
民
局
長

平

野

義

一

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
五

所
川
原
市
南
部
土
地
改
良
区
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十
一
年
三
月
二

十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
三
日

西
北
地
域
県
民
局
長

平

野

義

一

事
業
名

維
持
管
理
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１

国

道

二
八
〇
号

青
森
市
大
字
飛
鳥
字
塩
越
九
三
の
二
か
ら

青
森
市
大
字
飛
鳥
字
岸
田
四
六
の
二
ま
で

前

七
・
六
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
二
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

後

七
・
六
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
二
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

２

県

道

苫
米
地
兎
内

線

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
町
中
一
九
の
六
か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
後
小
路
一
八
の
五
ま
で

前

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
町
中
一
九
の
六
か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
後
小
路
一
八
の
五
ま
で

後

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
町
中
一
五
の
四
か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
後
小
路
一
八
の
一
ま
で

一
〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
六
・
二
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
九
・
七
〇
メ
ー
ト
ル



上
北
地
域
県
民
局
告
示
第
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
三
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
三
日

上
北
地
域
県
民
局
長

楠

美

祥

行

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

三
沢
市
大
字
三
沢
字
前
平
四
七

の
六
六

八
四
・
〇
一
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成
⟌⟊ŋ
⟌ŋ⟋⟑

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
告
示
三
十
一
第
一
号

平
成
十
一
年
六
月
九
日
人
事
委
員
会
告
示
十
一
第
二
号
（
労
働
基
準
法
別
表
第
一
の
号
別
区
分
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
三
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

別
表
第
十
二
号
の
項
中
「
郷
土
館
」
の
下
に
「
、
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。
�

雑

報

平
成
31年
度
調
理
師
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

調
理
師
法
（
昭
和
33年

法
律
第
147号

）
第
３
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
青
森
県
知
事
か
ら

委
任
さ
れ
た
調
理
師
試
験
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
31年
４
月
３
日

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

理
事
長

宇
都
宮
久
俊

１
試
験
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時
平
成
31年
（
2019年

）
10月
12日
（
土
曜
日
）
午
後
１
時
30分
か
ら
午
後
３
時
30分
ま
で

⑵
場
所
青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム
（
青
森
市
安
方
一
丁
目
１
番
40号
）

２
受
験
申
請
書
の
配
布
期
間
及
び
配
布
場
所

⑴
配
布
期
間

平
成
31年
（
2019年

）
５
月
13日
（
月
曜
日
）
か
ら
６
月
７
日
（
金
曜
日
）
ま
で

⑵
配
布
場
所

青
森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課

県
内
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
（
県
内
各
保
健
所
。
た
だ
し
、
青
森
市
保

健
所
及
び
八
戸
市
保
健
所
は
含
み
ま
せ
ん
。
）

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

３
受
験
申
請
書
の
受
付
日
時
及
び
場
所

⑴
一
般
郵
送
受
付

平
成
31年
（
2019年

）
５
月
13日
（
月
曜
日
）
か
ら
６
月
７
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
同
日
消

印
有
効
）

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
２
丁
目
８
番
５
号
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
５
階

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当
あ
て

⑵
団
体
窓
口
受
付
（
５
名
以
上
で
、
電
話
連
絡
が
必
要
）

平
成
31年
（
2019年

）
５
月
13日
（
月
曜
日
）
か
ら
６
月
７
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
平
日
の

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当

⑶
受
験
申
請
用
書
類
の
郵
送
対
応
（
青
森
県
外
な
ど
の
遠
隔
地
に
お
住
ま
い
の
方
）

平
成
31年
（
2019年

）
５
月
13日
（
月
曜
日
）
か
ら
５
月
31日
（
金
曜
日
）
到
着
分
ま
で

請
求
先
は
一
般
郵
送
受
付
と
同
じ
住
所

４
受
験
資
格
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⑴
学
歴

ア
学
校
教
育
法
（
昭
和
22年
法
律
第
26号
）
第
57条
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
等
学
校
の
入
学

資
格
を
有
す
る
者
（
中
学
校
卒
業
以
上
の
者
）

イ
旧
制
国
民
学
校
高
等
科
を
修
了
し
た
者
及
び
旧
制
中
学
校
２
年
の
課
程
を
終
わ
っ
た
者
又

は
厚
生
労
働
大
臣
が
同
等
と
認
め
る
者

⑵
職
歴
調
理
師
法
施
行
規
則
第
４
条
に
定
め
る
施
設
で
、
２
年
以
上
調
理
業
務
（
原
則
週
４
日
以
上

か
つ
１
日
６
時
間
以
上
）
に
従
事
し
た
者

５
受
験
手
数
料

６
，
１
０
０
円

６
合
格
発
表
の
日
時
等

⑴
日
時
平
成
31年
（
2019年

）
11月
29日
（
金
曜
日
）

⑵
掲
示
場
所

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
掲
示
板

青
森
県
庁
東
側
掲
示
板
及
び
県
内
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
掲
示
板
（
県

内
各
保
健
所
。
た
だ
し
、
青
森
市
保
健
所
及
び
八
戸
市
保
健
所
は
含
み
ま
せ
ん
。
）

⑶
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

公
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